
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造所　評価名簿による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造所　評価名簿による

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　製造所　評価名簿による

　製造所　評価名簿による

※鋼板（くつずりはステンレス）　・製造所仕様

開閉装置の製造所　評価名簿による

製造所　評価名簿による

製造所　評価名簿による

製造所　評価名簿による

　　　　　品質　　※改修標準仕様書５．７．２（２）（イ）による　・　

性能等級等
耐風圧性
気密性
水密性
枠見込み（mm）

外部　　・ＡＢ－１種　・ＡＢ－２種　・ＡＣ－１種　・ＡＣ－２種

※Ａ種
※Ｓ－４

・Ｂ種
・Ｓ－５

・Ｃ種
・Ｓ－６
・Ａ－４
・Ｗ－５
・１００・７０（注）

※Ｗ－４
※Ａ－３

外壁複合改修工法

外壁複合改修工法

４－２　

外

壁

改

修

工

事（

モ

ル

タ

ル

塗

り

仕

上

げ

外

壁）

１ ひび割れ部改修工法
［４．３．２］
［４．３．５～８］

モルタルの撤去　　・行う（撤去後の補修　　・充填工法　・モルタル塗替え工法）　※行わない
※樹脂注入工法

　　　　　　　　　※行わない

種類 ひび割れ幅（mm） 注入口間隔（mm）
※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

・手動式エポキシ樹脂注入工法
・機械式エポキシ樹脂注入工法

0.2以上～1.0未満

0.2以上～0.3未満
0.3以上～0.5未満
0.5以上～1.0未満

注入量（ml/m）

※　４０　・　

※１３０　・　
※　７０　・　

※　　　　　・　

コア抜取り検査　　・行う（抜取り部分の補修方法　ポリマーセメントモルタル充填）

200～300

50～100
100～200
150～250

・Ｕカットシール充填工法
　カット部充填材

　・シーリング材料（※１成分形又は２成分形ポリウレタン系　・　　　　　　　　）
　　シーリング材のうえにポリマーセメントモルタル充填　　※行う　・行わない
・シール工法
　ひび割れ部シール材　・パテ状エポキシ樹脂　・可とう性エポキシ樹脂

　・可とう性エポキシ樹脂（品質・性能等　追補による、製造所　評価名簿による）

　　　　　　　　　　　　（品質・性能等　追補による、製造所　評価名簿による）

　充填材料　　・ポリマーセメントモルタル　・エポキシ樹脂モルタル
　　　　　　　　（品質・性能等　追補による、製造所　評価名簿による）
・モルタル塗替え工法

　仕上げ厚又は全塗り厚が２５mmを超える場合の処置　　※図示　・　
　既成目地材　　・使用する（形状　　　　　　　　）

　吸水調整材（品質・性能等　追補による、製造所　評価名簿による）

・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（・注入口付）
　アンカーピン固定用樹脂材料（アンカーピン部共通）
　　　建築補修用注入エポキシ樹脂（ＪＩＳ　Ａ６０２４）による硬質形で高粘度形
　注入口付アンカーピン用樹脂材料（アンカーピン部共通）
　　建築補修用注入エポキシ樹脂（ＪＩＳ　Ａ６０２４）による硬質形で中粘度形又は高粘度形
・アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法（・注入口付）
　注入材料　建築補修用注入エポキシ樹脂（ＪＩＳ　Ａ６０２４）による硬質形で低粘度形又は中粘度形
・アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法（・注入口付）
　注入材料　ポリマーセメントスラリー（品質・性能等　追補による、製造所　評価名簿による）
・モルタル塗替え工法
　既成目地材　　・使用する（形状　　　　　　　　）
　仕上げ厚又は全塗り厚が２５mmを超える場合の処置　　※図示　・　
　吸水調整材（品質・性能等　追補による、製造所　評価名簿による）

平成７年度建設省告示第１８６０号による「外壁複合改修構工法の開発」において、建設大臣の技術評価

ひび割れ部改修工法
［４．４．２］
［４．４．５～８］

欠損部改修工法

［４．３．９～１０］
［４．３．３］［４．３．５］

を取得した工法とする。

浮き部改修工法
［４．３．４～５］
［４．３．９～１６］

※樹脂注入工法

　　　　　　　　　※行わない

種類 ひび割れ幅（mm） 注入口間隔（mm）
※自動式低圧エポキシ樹脂注入工法

・手動式エポキシ樹脂注入工法
・機械式エポキシ樹脂注入工法

0.2以上～1.0未満

0.2以上～0.3未満
0.3以上～0.5未満
0.5以上～1.0未満

注入量（ml/m）

※　４０　・　

※１３０　・　
※　７０　・　

※　　　　　・　

コア抜取り検査　　・行う（抜取り部分の補修方法　ポリマーセメントモルタル充填）

200～300

50～100
100～200
150～250

・Ｕカットシール充填工法
　カット部充填材

　・シーリング材料（※１成分形又は２成分形ポリウレタン系　・　　　　　　　　）
　・可とう性エポキシ樹脂（品質・性能等　追補による、製造所　評価名簿による）

　　シーリング材のうえにポリマーセメントモルタル充填　　※行う　・行わない

タイルの撤去　　・行う（撤去後の補修　　・タイル部分張替え工法　・　　　　　　　　）
　　　　　　　　・行わない

・タイル部分張替え工法

※充填工法（モルタル撤去部の面積が０．２５ｍ2／箇所程度以下の場合）

・タイル張替え工法

　　既調合モルタル（張付けに使用する場合）（品質・性能等　追補による、製造所　評価名簿による）
　タイル張りの工法
　　外装タイル　　・密着張り　・改良圧着張り
　　ユニットタイル　　・マスク張り　・モザイクタイル張り
伸縮調整目地及び、ひび割れ誘発目地
　位置　　※改修標準仕様書表４．４．２による　・図示

・アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法（・注入口付）
　アンカーピン固定用樹脂材料（アンカーピン部共通）
　　　建築補修用注入エポキシ樹脂（ＪＩＳ　Ａ６０２４）による硬質形で高粘度形
　注入口付アンカーピン用樹脂材料（アンカーピン部共通）
　　建築補修用注入エポキシ樹脂（ＪＩＳ　Ａ６０２４）による硬質形で中粘度形又は高粘度形
・アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法（・注入口付）
　注入材料　建築補修用注入エポキシ樹脂（ＪＩＳ　Ａ６０２４）による硬質形で低粘度形又は中粘度形
・アンカーピンニング全面ポリマーセメントスラリー注入工法（・注入口付）
　注入材料　ポリマーセメントスラリー（品質・性能等　追補による、製造所　評価名簿による）
・注入口付アンカーピンニングエポキシ樹脂注入タイル固定工法
　注入口付アンカーピン本数　　・　
・タイル部分張替え工法

・タイル張替え工法

　タイル張りの工法
　　外装タイル　　・密着張り　・改良圧着張り
　　ユニットタイル　　・マスク張り　・モザイクタイル張り
伸縮調整目地及び、ひび割れ誘発目地
　位置　　※改修標準仕様書表４．４．２による　・図示
タイルの形状、寸法、きじの質等

　　既調合モルタル（張付けに使用する場合）（品質・性能等　追補による、製造所　評価名簿による）

・
・
・ ・

・
・ ・

・
・
・
・ ・

・
・ ・

・
・ ・

・
・

・
・

・ ・
・ ・

・

・ ・

きじ うわぐすり 役物 色
特注標準なしあり無ゆう施ゆう陶器石器磁器

再生材の
適用

形状寸法
（mm）

施工箇所 備考

・

役物使用箇所　　※各部の寸法は図示による

　（既存下地モルタルを撤去せず、張替え部の面積が０．２５ｍ2／箇所程度以下の場合）

　（既存下地モルタルを撤去せず、張替え部の面積が０．２５ｍ2／箇所程度以下の場合）

出隅、窓台、マグサ（標準一体成型品以外は接着成型品とする）外装

見本焼き　　・行う（　　　　　　　　）　※行わない
試験張り　　・行う（　　　　　　　　）　※行わない

　張付け用材料

　張付け用材料

張付け用材料　　※ポリマーセメントモルタル　・変成シリコーン樹脂

張付け用材料　　※ポリマーセメントモルタル　・変成シリコーン樹脂

目地改修工法
［４．４．５］
［４．４．１６］

・目地ひび割れ部改修工法
　既製調合モルタル（品質・性能等　追補による、製造所　評価名簿による）
・伸縮調整目地改修工法　　位置及び寸法　　※図示
　既製調合モルタル（品質・性能等　追補による、製造所　評価名簿による）

平成７年度建設省告示第１８６０号による「外壁複合改修構工法の開発」において、建設大臣の技術評価
を取得した工法とする。

既存塗膜の劣化部の除去及び下地の処理の工法
・サンダー工法　　処理範囲　　※既存仕上げ面全体　・図示の範囲
・高圧水洗工法　　処理範囲　　※既存仕上げ面全体　・図示の範囲
　高圧水洗機の加圧力　　・３０ＭＰａ程度　・５０ＭＰａ程度　・１００ＭＰａ程度　・　
・塗膜はく離剤工法　　処理範囲　　※既存仕上げ面全体　・図示の範囲
・水洗い工法　　処理範囲　　※上記工法処理範囲以外の既存仕上げ面全体　・図示の範囲
　下地調整材料　　※下地調整塗材
　　　　　　　　　・ポリマーセメントモルタル
　　　　　　　　　・防水形仕上げ塗材主材

新規仕上塗材の種類

・薄付け仕上塗材 ・外装薄塗材Ｓｉ
・可とう形外装薄塗材Ｓｉ
・外装薄塗材Ｅ
・可とう形外装薄塗材Ｅ
・防水形外装薄塗材Ｅ
・外装薄塗材Ｓ
・外装厚塗材Ｃ
・外装厚塗材Ｓｉ
・外装厚塗材Ｅ

・複層塗材Ｓｉ
・複層塗材Ｅ
・複層塗材ＲＥ
・防水形複層塗材ＣＥ
・防水形複層塗材Ｅ
・防水形複層塗材ＲＥ
・可とう形改修塗材Ｅ
・可とう形改修塗材ＲＥ
・可とう形改修塗材ＣＥ

・複層塗材ＣＥ
・可とう形複層塗材ＣＥ

・厚付け仕上塗材

・複層仕上塗材

・可とう形改修用
　仕上塗材

・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・

・砂壁状
・ゆず肌状（・吹付け　・ローラー）

・凹凸状　・ひき起こし　・かき落とし
・吹放し　・凸部処理　・平たん状

・ゆず肌状　・凸部処理　・凹凸状

・着色骨材砂壁状（・吹付け　・こて塗り）

・さざ波状　・平たん状
・凹凸状（・吹付け　・こて塗り）

・砂壁状じゅらく　・京壁状じゅらく

　
　上塗材
　　耐候性　※耐候性３種
　　溶　媒　※水系　・溶剤系
　　樹　脂　※アクリル系
　　外　観　※つやあり　・つやなし
　　　　　　・メタリック
　増塗材　　・適用する
・平たん状　・さざ波状　・ゆず肌状

　上塗材　・適用する

防火材料種類 呼び名 仕上げの形状

既存塗膜等の除去
及び下地処理
［４．５．４～５］

仕上塗材仕上げ
［４．１．５］［４．５．２］

　施工技術、品質管理等に関して指導を行っている愛媛県仕上工事業協同組合の組合員、（一社）日本塗
装工業会愛媛県支部の会員又は施工技術に関し、当該団体の会員と同等以上の技術を有すると監督員が承
する施工業者とする。

２

施工業者

　

外

壁

改

修

工

事（

タ

イ

ル

張

り

仕

上

げ

外

壁）

４－３

４－４

５

建

具

改

修

工

事

３

４

１

２

３

４

５

１

２

３

１
・アルミニウム製建具
・鋼製建具

・鋼製軽量建具

　適用箇所

・外部
・内部

・
・
・
・ ・

・
・
・

かぶせ工法 撤去工法建具の種類
※建具表備考欄による　・図示　・　
※建具表備考欄による　・図示　・　
※建具表備考欄による　・図示　・　
※建具表備考欄による　・図示　・　

　　　　　　　　　　・納まり等が分かる程度

・ステンレス製建具
・木製建具

・
・

・
・

※建具表備考欄による　・図示　・　
※建具表備考欄による　・図示　・　

改修工法
［５．１．３］

［５．１．５］

特殊な建具の仮組　　・行う（建具符号：　　　　　　　　）　※行わない

・適用する（※建具表備考欄による　・図示　・　　　　　　　　）防犯建物物品
［５．１．７］

アルミニウム製建具
［５．２．２～５］

　　　　※ＢＡ－１種　・ＢＡ－２種　・ＢＢ－１種　・ＢＢ－２種
内部　　※ＢＣ－１種　・ＢＣ－２種　・Ｃ種
（色調　・ブロンズ　・ステンカラー　・ブラック）

（注）引違い、片引き、上げ下げ窓で複層ガラスを使用する場合は、枠の見込み100mmとする。

表面処理

防音ドア、防音サッシの遮音性の等級　　・Ｔ－１　・Ｔ－２　・Ｔ－３

　張替え部の面積が０．２５ｍ2/箇所を超える場合　　・適用する　・適用しない

　張替え部の面積が０．２５ｍ2/箇所を超える場合　　・適用する　・適用しない

水切り板、ぜん板　　※図示
・網戸等

・防鳥網

※合成樹脂製
・ガラス繊維入り合成樹脂製
・ステンレス（ＳＵＳ３１６）製
　ステンレス（ＳＵＳ３０４）線材 １．５mm

１６～１８　メッシュ
・防虫網

０．２５mm以上

種類 材種 線径 網目

性能等級等
耐風圧性
気密性
水密性
枠見込み（mm）

※Ａ種 ・Ｂ種 ・Ｃ種
・Ｓ－６※Ｓ－４ ・Ｓ－５

※Ａ－４
・Ｗ－５※Ｗ－４

※建具表による

表面色　　　　　　　※標準色　・特注色
水切り板、ぜん板　　※図示　・　
ガラス　　　　　　　※複層ガラス　・　

防音ドア、防音サッシの遮音性の等級　　・Ｔ－１　・Ｔ－２　・Ｔ－３
断熱ドア、断熱サッシの断熱性の等級　　・Ｈ－１　・Ｈ－２　・Ｈ－３

防音ドア、防音サッシの遮音性の等級　　・Ｔ－１　・Ｔ－２
断熱ドア、断熱サッシの断熱性の等級　　・Ｈ－４　・Ｈ－５

結露水の処理方法　　※図示

断熱ドア、断熱サッシの断熱性の等級　　・Ｈ－１　・Ｈ－２　・Ｈ－３
耐震ドア面内変形追従性の等級　　　　　・Ｄ－１　・Ｄ－２　・Ｄ－３

樹脂製建具
［５．３．２～５］

鋼製建具
［５．４．２～５］

１５mm

外部に面する建具の耐風圧性　　　　　　※Ｓ－４　・Ｓ－５　・Ｓ－６　・　
簡易気密型　・適用する　・適用しない

耐震ドア面内変形追従性の等級　　　　　・Ｄ－１　・Ｄ－２　・Ｄ－３
めっきの付着量　※Z12又はF12

防火戸　煙感知運動とする。
　　　　防火戸の解除機構は別途とする。
　　　　扉にラッチ受座用切込み開口補強を行う。

簡易気密型　　・適用する（※Ａ－３）　・適用しない
防音ドア、防音サッシの遮音性の等級　　・Ｔ－１　・Ｔ－２　・Ｔ－３
断熱ドア、断熱サッシの断熱性の等級　　・Ｈ－１　・Ｈ－２　・Ｈ－３
耐震ドア面内変形追従性の等級　　　　　・Ｄ－１　・Ｄ－２　・Ｄ－３
戸の鋼板　　※表面処理亜鉛めっき鋼板　・カラー鋼板

召合わせ、縦小口包み板
扉の表面材、押縁
枠類

※鋼板　・ステンレス　・アルミニウム
※鋼板　・ビニル被覆鋼板

材質区分

ステンレス製建具
［５．６．２～５］

簡易機密型　　・適用する（※Ａ－３）　・適用しない

防音ドア、防音サッシの遮音性の等級　　・Ｔ－１　・Ｔ－２　・Ｔ－３
断熱ドア、断熱サッシの断熱性の等級　　・Ｈ－１　・Ｈ－２　・Ｈ－３

鋼製軽量建具
［５．５．２～５］

外部に面する建具の耐風圧性　　　　　　※Ｓ－４　・Ｓ－５　・Ｓ－６　・　

耐震ドア面内変形追従性の等級　　　　　・Ｄ－１　・Ｄ－２　・Ｄ－３
ステンレス鋼板　　※ＳＵＳ３０４　・ＳＵＳ４３０Ｊ１Ｌ　・ＳＵＳ４４３Ｊ１　・ＳＵＳ４３０
表面仕上げ　　※ＨＬ仕上げ　・　
ステンレス鋼板の曲げ加工　　※普通曲げ　・角出し曲げ

加工及び組立時の含水率　　※Ａ種（１５％以下）　・Ｂ種（１８％以下）
フラッシュ戸の材料

　　　　　品質　　※改修標準仕様書５．７．２（２）（イ）による　・　

区分

・研磨板
・無研磨板
・研磨板

・無研磨板 ・単板オーバーレイ　・塗装
・プラスチックオーバーレイ

・３０タイプ　・２５タイプ　・１５タイプ　・５タイプ
・Ｕタイプ　・Ｍタイプ　・Ｐタイプ
・難燃２級　・難燃３級

曲げ強さ
接着剤
難燃性

・普通ＭＤＦ
・構造用ＭＤＦ

・素地ＭＤＦ ・化粧ＭＤＦ
表裏面の状態

　表面材　種類　　・合板　・ミディアムデンシティファイバーボード（以下「ＭＤＦ」という）

　ＭＤＦの区分

かまち戸の材料
　かまちの樹種　　・　
　鏡板の樹種　　　・　
ふすまの材料
　種別　　　・Ⅰ型　　・Ⅱ型
　上張り　　・鳥の子　・新鳥の子　・ビニル紙　・雲花紙（押入等の裏側）　・　
戸ぶすまの材料

区分

・研磨板
・無研磨板
・研磨板

・無研磨板 ・単板オーバーレイ　・塗装
・プラスチックオーバーレイ

・３０タイプ　・２５タイプ　・１５タイプ　・５タイプ
・Ｕタイプ　・Ｍタイプ　・Ｐタイプ
・難燃２級　・難燃３級

曲げ強さ
接着剤
難燃性

・普通ＭＤＦ
・構造用ＭＤＦ

・素地ＭＤＦ ・化粧ＭＤＦ
表裏面の状態

　ＭＤＦの区分

　表面材　種類　　・合板　・ＭＤＦ

　上張り　　・鳥の子　・新鳥の子　材料　　・ビニル紙　・雲花紙（押入等の裏側）　・　
枠の材料　　※建具表による　・　
くつずりの材料　　※建具表による　・　
形状及び仕上げ
　フラッシュ戸の表面板の厚さ

厚さ（mm）
普通合板

天然木化粧合板
特殊加工化粧合板

※２．５以上　・　
※３．２以上　・　
※２．４以上　・　

　各木製建具の見込み寸法
見込み寸法（mm）名　　　称

表　　面　　材

かまち戸
ふすま

戸ぶすま
紙張り障子

※３６　・　
※１９．５　・　

※３０　・　
※３０　・　

　ふすまの縁の仕上げ　　※建具表による　・　

金物の種類・見え掛り部の材質等

金属製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ　　※改修標準仕様書表５．８．２による　・　
樹脂製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ　　※改修標準仕様書表５．８．３による　・　
木製建具に使用する丁番の枚数及び大きさ　　　※改修標準仕様書表５．８．４による　・　
木製建具に使用する戸車とレール

　　※改修標準仕様書表５．８．１及び適用は建具表による　・　

出入り口及び特に大きな窓
一般の窓

使用箇所 戸車の外径（mm）
レールの断面

※４２　・　
※３０　・　 ・

※12.0×12.0　・　
幅×高さ（mm）断面の形

※9.0×9.0　　・　
・Ｖ形　・Ｕ形

必要な金物は、見本品により、監督員の承諾を受ける。
握り玉、レバーハンドル、押板類、クレセントの取付位置　　※建具表による
評価名簿によるもの　　モノロック、シリンダー本締り錠
　ドアクローザ　　※面付形　・コンシールド形
　ヒンジクローザ　　※ピボット形　・丁番形
　フロアヒンジ　　※中心吊り込み　・持ち出し吊り込み

　鍵箱　　・設ける（　　個用　　組）　・設けない

・ＤＳＬＤ－１
・ＤＳＬＤ－２
・ＳＳＬＤ－１
・ＳＳＬＤ－２
・図示

※適用する
・適用しない

・光線（反射）センサー
・熱線センサー　・音波センサー
・光電センサー　・電波センサー

※行う
・行わない

引き戸用駆動装置の性能 防錆 引き戸用検出装置の種類 凍結防止装置

・タッチスイッチ

自動ドア開閉装置
［５．９．２～３］

建具用金物
［５．８．２～４］

木製建具
［５．７．２～４］

欠損部改修工法
［４．４．３］
［４．４．５～８］

浮き部改修工法
［４．４．４～５］
［４．４．７～１６］

・押しボタンスイッチ
・車椅子使用者用便房スイッチ
　（・押しボタン　・非接触）

自閉式上吊り引戸装置の性能　　※改修標準仕様書表５．１０．１による自閉式上吊り引戸装置
［５．１０．３］

重量シャッター
［５．１１．２～３］ 　　　　　　　　　　・外壁用防火シャッター　耐風圧性能（　　　　　）Ｐａ

　　　　　　　　　　・屋内用防火シャッター
　　　　　　　　　　・屋内用防煙シャッター

シャッターの種類　　・管理用シャッター　　　耐風圧性能（　　　　　）Ｐａ

開閉装置による種類　　※上部電動式（手動併用）　・上部手動式

　（・無線式・光線式）

管理用シャッターのシャッターケース　　・設ける　・設けない
スラット及びシャッターケース用鋼板の種類

　　・JIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板）
　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板）

防火及び防煙シャッターの連動制御盤、煙感知器は別途とする

開閉方式　　※　・上部電動式（手動併用）
耐風圧強度（　　　　　）Ｐａ
スラットの材質
　・JIS G 3312（塗装溶融亜鉛めっき鋼板）

めっきの付着量　　※Z12又はF12　・　

　　　めっき付着量　　※Z06又はF06　・　
　・JIS G 3322（塗装溶融55％アルミニウム－亜鉛合金めっき鋼板）
　　　めっき付着量　　※AZ90　・　　
スラットの形状　　・インターロッキング形　・オーバーラッピング形
シャッターケース　　　※設ける　・設けない
ガイドレールの材質　　※ステンレス製（ＳＵＳ３０４）　・　
座板（屋外の場合）　　※ステンレス製既製品

軽量シャッター
［５．１２．２～４］

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

　

外

壁

改

修

工

事（

仕

上

塗

材

仕

上

げ

外

壁）

見本の製作等 建具見本の製作　　　・行う（建具符号：　　　　　　　　）　※行わない
建具見本の程度　　　・工事に使用するものとして、あらかじめ製作する

　マスターキー　　・製作する（　　組）　・製作しない　・既存に組込む

［６．３．２］
［４．３．１０］

ガラス
　・合わせガラス　　　　特性　　・１類　・２－１類　・２－２類　・３類
　・強化ガラス　　　　　特性　　・１類　・３類
　・熱線吸収板ガラス　　性能　　・１類　・２類
　　　　　　　　　　　　色調　　・ブルー　・グレー　・ブロンズ
　・複層ガラス　　　　　性能　　・１類　・２類　・３類（※Ｕ３－１　・Ｕ３－２）
　　　　　　　　　　　　　　　　・４類　・５類
　　　　　　　　　　　　封止の加速耐久性による区分　　・１類　・２類　※３類
　・熱線反射ガラス　　　日射熱遮へい性　　・１類　・２類　・３類
　　　　　　　　　　　　耐久性　　　　　　・Ａ類　・Ｂ類
　　　　　　　　　　　　色調　　　　　　　・ブルー　・グレー　・ブロンズ　・シルバー　・　
　　　　　　　　　　　　反射被膜　　　　　・内側　・外側
　　　　　　　　　　　　映像調整　　　　　・行う　・行わない
ガラスの留め材
　アルミニウム製及び樹脂製建具　　※シーリング材　・ガスケット（※グレイジングチャンネル）
　鋼製、鋼製軽量、ステンレス製及び木製建具　　※シーリング材
板ガラスをはめ込む溝の大きさ　　※建具の製造所の仕様による　・図示　・　

　電動シャッター、自動扉、電動オーバーヘッドドアの電動機が三相電動機０．４ＫＷ以上の場合は、

・する

・天然木化粧合板
厚さ(mm) 接着の程度 化粧板の樹種名 間伐材等の適用その他の処理防虫処理施工箇所

※難燃処理
・しない

・なら
・しおじ

・１類
・２類

※4.2
・3.2
・6.0

（壁、天井）
・

・特殊加工化粧合板

施工箇所 厚さ(mm) 表面性能接着の程度 加工面 単板の樹種名 防虫処理 その他の処理
の適用

間伐材等
化粧加工の方法

・ｵｰﾊﾞｰﾚｲ
・ﾌﾟﾘﾝﾄ
・塗装

・
※難燃処理・１類

・２類
※4.0（壁、天井） ・Ｆ

・ＦＷ
・Ｗ
・ＳＷ

・表面
・断面

・する
・しない

機器付属の操作盤内に電動機保護用遮断器及び進相用コンデンサーを設置する。
付属電気設備

既存間仕切壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井、壁及び床の改修範囲

天井内の既存壁の撤去に伴う当該壁の取り合う天井の改修範囲
　※壁厚程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・図示

　※壁面より両側６００mm程度とし、既存仕上げに準じた仕上げを行う　・図示
天井の撤去に伴う取合い部の壁面の改修　　※既存のまま　・図示

ビニル床シート等の撤去

合成樹脂塗床材の除去工法　　・機械的除去工法　・目荒し工法
ポリマーセメントモルタル及びエポキシ樹脂モルタル　　※改修標準仕様書４．２．４による

　

間仕切壁撤去に伴う他の構造体の補修
　※モルタル塗り（塗り厚２５mmを超える場合の補強　　・行う　・行わない）　・図示

既存床の撤去及び下地補修

改修範囲
［６．１．３］

既存壁の撤去及び下地補修

木材等の接着剤その他
［６．５．２］［６．５．５］

防腐処理　　・行う
防蟻処理　　・行う（施工範囲　　※図示　　・　　　　　　　　）
防腐・防蟻処理の種類、品質
　表面処理用木材保存（防腐・防蟻）剤はクロルピリホスを含有しない薬剤とし、監督員の承諾するもの
とする。

１５

１６

１

２

３

７

６

内

装

改

修

工

事

共通仕様書の規定による材料又は、評価名簿による材料

　浮き、欠損部等による下地モルタルの撤去　　・行う（※図示の範囲　・撤去範囲全て）　※行わない［４．２．４］［６．２．２］

寸法（mm）

間伐材等の適用

間伐材等の適用

間伐材等の適用

間伐材等の適用

間伐材等の適用

間伐材等の適用

間伐材等の適用

・直交集成板
接着性能曲げ強度

樹種
（使用環境）

種別品名
（強度等級）

施工箇所

施工箇所 接着の程度 その他の処理防虫処理
・する
・しない
・する
・しない

※難燃処理
厚さ(mm) 板面の品質

・

・
広葉樹 ・１等 ※２等
針葉樹 ※Ｃ－Ｄ

※１類
・２類

・普通合板
表板の樹種名

5.5

（壁、天井）

（床）

間伐材等　　・使用する（使用箇所　　　　　　　　）
現場搬入時の木材の含水率　　※Ａ種　・Ｂ種

木下地等
［６．５．２］

保存処理木材　　・使用する（使用箇所　　　　　　　　）
造作材の材種の表面の品質の基準　　※Ａ種　・Ｂ種
間伐材等　　※間伐材、林地残材又は小径木であること

・構造用集成材
施工箇所 強度等級 材面の品質

・１種 ※２種 ・３種 ・１ ・２
使用環境 樹種名 寸法（mm）

木材

・

寸法（mm）樹種名施工箇所 使用環境区分 曲げ性能 水平せん断性能
・構造用単板積層材

・・１ ・２・特級 ・１級 ・２級

施工箇所 樹種名 寸法（mm）見付け材面の品質
※１等　・２等

・造作用集成材

・

・化粧ばり造作用集成材

施工箇所 寸法（mm）見付け材面の品質

※１等　・２等 ・

化粧薄板
の厚さ(mm)

化粧薄板
の樹種名

心材の
樹種名

・単板積層材
施工箇所 寸法（mm）防虫処理表面の品質

※天然木化粧加工
・塗装加工
・加工しない（・１等 ・２等 ・３等）

・する
・・しない

接着の程度

・構造用合板

保存処理防虫処理

・

等級

・１級
※２級

（床）

板面の品質
樹種名
表板の有効断面

係数比
・する
・しない

※Ｃ－Ｄ・特類
※１類

厚さ(mm)施工箇所

12.0

・化粧ばり構造用合板
施工箇所 品名 厚さ(mm) 単板の樹種名 接着の程度

床張り用合板及びその他合板
［６．５．２］

４

５

６

［６．５．２］

・防炎処理

・防炎処理

防腐・防蟻処理が不要な樹種による製材及び集成材　　適用部位：（　　　　　　　　）
合板等の加圧注入による防腐、防蟻処理
　・「合板の日本農林規格」、「集成材の日本農林規格」、若しくはJAS 0701の保存処理の性能区分Ｋ３
　

に適合するもの
・薬剤の加圧注入による防腐・防蟻処理

適用部位 保存処理性能区分
・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４
・Ｋ２　・Ｋ３　・Ｋ４

処理の方法
※薬剤の製造所の仕様による

適用部位
・薬剤の塗布等による防腐・防蟻処理

ボード原料接着剤への薬剤混入による防腐・防蟻処理　　適用部位：（　　　　　　　　）

［５．１４．２～４］

・防炎処理
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